
新潟県教育の日に関する条例 

 

少子高齢化、人口減少等本県を取り巻く社会環境は急激に変化している。また、

情報通信技術の進展により、産業構造だけでなく、働き方、生活様式等も大きく変

化することが予想される。 

このような社会の変容に柔軟に対応し、持続可能な社会を実現するためには、県

民がいつでも、どこでも、何度でも学ぶことができるよう、その意向を適切に反映

した教育を行う必要がある。 

ここに、私たちは、教育のあり方を考える環境の整備を図り、並びに多様な主体

が相互に連携し、及び協力し、県民の意向を適切に反映した教育環境を整備するこ

とにより、生涯にわたって学び、その学んだことを生かすことができる社会の実現

を推進するため、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、県民一人一人が教育の重要性を認識し、教育のあり方を考え

る契機として、新潟県教育の日を定めるとともに、県の責務並びに学校、家庭及

び地域住民その他の関係者の役割を定めることにより、県民が生涯にわたって学

び、その学んだことを社会で生かすことができる教育環境の整備の推進を図り、

もって持続可能な社会の実現に資することを目的とする。 

 

（新潟県教育の日） 

第２条 新潟県教育の日は、11月１日とする。 

 

（新潟県教育月間） 

第３条 この条例の目的を達成するための施策を重点的に実施する期間として、新

潟県教育月間を定める。 

２ 新潟県教育月間は、11月１日から同月30日までの間とする。 

 

（県の責務） 

第４条 県は、新潟県教育月間において学校、家庭及び地域住民その他の関係者が

自発的に行う教育に関する取組を促進するほか、この条例の目的を達成するため

の施策を総合的に実施するものとする。 

 

（市町村への支援及び協力） 

第５条 県は、教育環境の整備において市町村が果たす役割の重要性に鑑み、この

条例の目的を達成するために市町村が地域の実情に応じて実施する施策について、

必要な支援及び協力を行うものとする。 

 

 



（学校、家庭及び地域住民その他の関係者の役割） 

第６条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育の重要性に鑑み、その実

情に即した教育を行うよう努めるものとする。 

 

（県民の協力） 

第７条 県民は、教育に対する関心と理解を深め、この条例の目的を達成するため

に県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（連携協力） 

第８条 県、市町村、学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、この条例の目的

を達成するための施策を総合的かつ効果的に推進するため、意見を交換し、並び

に相互に連携し、及び協力するものとする。 

 

（財政上の措置） 

第９条 県は、この条例の目的を達成するための施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 県は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 


